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滝川市地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、滝川市が発注する建設工事の請負人が当該工事の請負代金債権を担保として、

地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業（以下「融資制度等」とい

う。）を利用する場合における滝川市工事請負契約約款第５条第１項ただし書の規定に基づく工事

請負代金債権の譲渡（以下「債権譲渡」という。）に関する事務の取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 地域建設業経営強化融資制度 地域建設業経営強化融資制度について（平成20年10月17日付

け国総建第197号、国総建整第154号）に基づく地域建設業経営強化融資制度をいう。

(２) 下請セーフティネット債務保証事業 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融

資制度について（平成14年12月18日付け国官会第1811号、国地契第59号、国総振第140号）に基

づく下請セーフティネット債務保証事業をいう。

（債権譲渡の対象）

第３条 債権譲渡の承諾の対象は、市が発注する請負代金額が130万円を超える建設工事の請負代金

債権とする。ただし、次に掲げる工事に係るものは除く。

(１) 工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でないもの

(２) 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とするもの

(３) 滝川市低入札価格調査取扱要領（平成15年滝川市要綱第17号の５）第８条第１項に規定する

調査の対象となった者と契約した工事

(４) その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める工事

２ 前項各号の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる工事であって、当該年度の翌年度に工期末を

迎え、かつ残工期が１年未満であるものについて、地域建設業経営強化融資制度を活用する場合に

おいては、債権譲渡の承諾の対象とする。この場合において、債権譲渡は一括して行うこととし、

年度ごとの分割譲渡は認めないものとする。

（債権譲渡をすることができる者）

第４条 債権譲渡をすることができる者は、前条に規定する工事を請け負う中小・中堅元請建設業者

（原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下の建設業者又は常時使用する従業員の数が

1,500人以下の建設業者をいう。以下「請負人」という。）とする。

（譲渡債権の額）

第５条 この要領により譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成された場合は、請

負契約書第32条第２項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払

金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除し

た額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、請負契約が解除された場合において譲渡される工事請負代金債権の額

は、請負契約契約書第54条第１項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応す

る請負代金額から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等

の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
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３ 設計変更等により工事の請負代金額に増減が生じた場合における前２項の工事請負代金債権の額

は、変更後の工事の請負代金により算出するものとする。この場合において、請負人は、当該債権

を譲り受けた者に変更後の契約書の写しを提出して通知しなければならない。

（債権譲渡を承諾する時点）

第６条 市長は、対象工事の出来高が２分の１以上に到達したと認められる日以降に、債権譲渡を承

諾できるものとする。

（債権譲渡先）

第７条 請負人が債権譲渡をすることができる相手先（以下「債権譲渡先」という。）は、事業協同

組合（事業協同組合連合会等を含む。）又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、融

資制度等に係る請負人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件

を満たす者として一般財団法人建設業振興基金（以下「振興基金」という。）が被保証者として適

当と認める民間事業者であって、請負人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業（請負人に

対する電子記録債権（電子記録債権法（平成19年法律第102号）第２条第１項に規定する電子記録

債権をいう。以下同じ。）の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含

む。）を行うもの（以下「事業協同組合等」という。）とする。

（債権譲渡の承諾の申請）

第８条 融資制度等を利用しようとする請負人は、債権譲渡先と共同で、次に掲げる書類（以下「申

請書類」という。）を市長に提出しなければならない。

(１) 債権譲渡承諾依頼書（地域建設業経営強化融資制度）（別記第１号様式）又は債権譲渡承諾

依頼書（下請セーフティネット債務保証事業）（別記第２号様式） ３通

(２) 請負人と債権譲渡先の間で締結した債権譲渡契約証書（写し） １通

(３) 工事履行報告書（別記第３号様式） １通

(４) 保証委託契約約款等において、債権譲渡に保証人の承諾が必要とされている場合は、当該譲

渡に係る保証人の承諾書 １通

(５) 請負人が受任者又は共同企業体の場合は、委任状 １通

（債権譲渡の承諾の手続）

第９条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げる要件について確認するものとす

る。

(１) 申請書類に記載されている請負人及び債権譲渡先の所在地、名称、押印等が正当なものであ

ること。

(２) 工事が、第３条に規定する債権譲渡の承諾の対象となる債権に係るものであること。

(３) 譲渡債権の額が第５条に規定する工事請負代金債権の額であること。

(４) 工事履行報告書による出来高が２分の１以上であること。

(５) 保証人の承諾書の記載事項が申請書類及び保証契約約款の内容と一致し、正当なものである

こと。

(６) 請負契約が解除されていないこと及び滝川市工事請負契約約款第47条から第48条の２までに

該当するおそれがないこと。

(７) その他申請書類の記載内容に虚偽又は誤りがないこと。

２ 市長は、債権譲渡を承諾するときは、前条の規定による申請を受けた日から７日以内に、債権譲

渡承諾書（地域建設業経営強化融資制度）（別記第４号様式）又は債権譲渡承諾書（下請セーフテ

ィネット債務保証事業）（別記第５号様式）（以下「債権譲渡承諾書」と総称する。）２通を請負
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人に交付するものとする。

３ 市長は、債権譲渡を承諾しないときは、債権譲渡不承諾通知書（別紙第６号様式）２通を請負人

に交付するものとする。

４ 市長は、債権譲渡整理簿（別記第７号様式）により申請及び債権譲渡の承諾状況を管理するもの

とする。

（出来高の確認）

第10条 債権譲渡先は、融資等における債権譲渡契約の締結、融資審査手続等に必要な出来高の確認

を行うものとする。

２ 債権譲渡先は、前項の出来高の確認を行うに当たり工事現場に立ち入る必要があるときは、工事

出来高確認協力依頼書（別記第８号様式）を市長に提出するものとする。

３ 市長は、前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があったときは、工程に支障のない範囲内で工

事現場への立入りを承認するものとする。

（融資実行報告書の提出）

第11条 請負人及び債権譲渡先は、債権譲渡の承諾後に金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づ

く融資を実行したときは、速やかに連署による融資実行報告書（別記第９号様式）を市長に提出す

るものとする。

２ 請負人は、工事に係る融資を受けるための金融保証を保証事業会社（公共工事の前払金保証事業

に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）から受け

たときは、速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出するものとする。

（請負代金の請求）

第12条 債権譲渡先は、当該債権に係る支払を請求するときは、請求書に債権譲渡承諾書の写しを添

付して市長に提出するものとする。

２ 市長が債権譲渡を承諾したときは、請負人及び債権譲渡先は、前払金、中間前払金及び部分払金

を請求することができないものとする。

（不正時の対応）

第13条 市長は、保証事業又は事業協同組合等の監督官庁、振興基金、捜査機関等において、請負人

又は事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、当該不正を行った請負人を第

４条に規定する債権譲渡をすることができる者の対象から、当該不正を行った事業協同組合等を第

７条に規定する債権譲渡先の対象から除外するものとする。

２ 市長は、請負人又は事業協同組合等が提出した書類に明らかに偽造、改ざん等があったときは、

当該事実を保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督官庁及び振興基金に通報するものとする。

（補則）

第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。


